
(社)近畿圏不動産流通機構 市況レポート 

 
 

ズームイン    注目集まる信託受益権販売 

 
 
 
 

2004 年末の信託業法の改正に伴い、仲介業者の間で信託受益権売買に注目が集まっている。
特に、信託受益権販売業については事業用物件を扱う仲介業者を中心に少なからず影響があり、

その業務内容や業者登録の動きについて押さえておく必要がありそうだ。 

１．信託受益権販売が注目される背景 
●不動産証券化の進展に伴い、不動産信託に関する受託金額は着実に伸びており 2005年 9月現在で
前年比約4割増、信託受益権の運用金額も 05年 12月現在で 188.4兆円に達している（図表１）。 

●仲介業者の関与の可能性が高いのが信託受益権販売業だが、信託業法改正に伴い信託受益権の販

売業は登録が必要となり、大手を中心に登録の動きが相次いでいる。 

●信託受益権販売業は、信託受益権を反復継続して販売する場合や、信託受益権の保有者から第三

者への受益権の移転（販売）の代理または媒介を業として行うものを指す。 

●過去に受益権化された物件の個別処理で現物不動産に戻るものも増え、売却先も機関投資家以外

に個人にも広がりつつあり、地元業者が信託受益権を扱う場面も出てくるとみられる。 

 

２．信託受益権販売の業務内容 
●信託業法では手数料や媒介契約書に関する規定がなく、現状では現物不動産と同様に宅建業法に

準拠しながら、媒介契約書の締結や手数料率を決める動きがみられる。 

●重要事項説明に関しては、金融商品販売法に基づき、販売契約締結前にその金融商品が元本欠損

を生じる恐れのある場合、その旨や事情等を顧客に対して説明する必要がある。 

●また、信託業法に基づき信託財産の種類や信託期間、財産の評価、信託報酬等について説明が必

要である。販売業者は預金口座等の不正利用防止に向けた本人確認法の対象機関ともなっている。 

 
３．仲介会社の対応 
●現状では、大手も含めて宅建業に準拠しながら手探りで信託受益権が扱われている。信託法の改

正などで受益権販売の形態は多様化し、しばらく実績を積む助走期間が続くとみられる。 

 
移  

 

図表１ 信託の受託状況の推
資料：（社）信託協会
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１．信託受益権販売が注目される背景 

 

拡大する信託受益権 

販売 

不動産の証券化の進展に伴い、資産流動化型信託における不動産信

託の受託金額は大幅に伸びており、2005年 9月末現在で 16.5兆円と

前年比 38.2％増、件数ベースでは 67.7％増となっている。信託受益

権の運用金額も、05年 12月末現在で 188.4兆円に達している（Ｐ１･

図表１）。 

そうしたなか、04年 12月に信託業法が約 80年ぶりに改正・施行

され、受託可能財産の知的財産権（例えば、ベンチャー企業の特許権

やゲームソフトのコンテンツなど）への拡大や、信託業の担い手の拡

大などが行われた。特に、不動産流通業においては、この信託業の担

い手の拡大が大きく関係している（図表２）。 

そもそも信託とは、委託者が信頼可能な受託者に財産権を引き渡し、

信託目的に従って受益者のために信託財産の管理や運用等を委託す

る制度である。受託者に対する信頼が前提となる信託では、信託法や

信託業法に基づき分別管理義務、忠実義務、善管注意義務などが課せ

られている。また、信託の機能としては、財産管理機能、転換機能、

倒産隔離機能が挙げられる。 

信託の形態は多様で、主なものとして委託者自ら受益者となる自益

信託、受託者から利益を受益者に分配する他益信託、収益を投資家に

分配する流動化型信託などが挙げられる。不動産取引に関わる信託受

益権売買においても、受益者の対象などによって様々なタイプが存在

する。こうした多様な形態が、信託受益権の売買スキームを難しくし 

 
 

 

図表２ 信託業法改正のポイント
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信託制度の整備

 １．信託できる財産の種類 
   （金銭等に限定） 
 
 ２．信託業の担い手 
   （金融機関のみ） 

旧制度 

 １．受託可能財産の範囲の拡大 
   （知的財産権の信託が可能） 
 
 ２．信託業の担い手の拡大 
   （金融機関以外の者のノウハウを 

活用したサービスの提供が可能） 

新制度 

◎資産の運用手段が多様化 
 ニーズに対応した多様な信託商品の提供 
 
 ◎企業の資金調達手段が多様化 
  知的財産権、売掛債権等の流動化による 

資金調達 

◎知的財産の管理手段が多様化 
 ・グループ企業内での知的財権の一元管理 
 ・技術移転機関（TLO）による大学発の 
  特許権等の企業への移転促進 
 ・中小・ベンチャー企業の知的財産権の 
  信託会社による管理 
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ているが、近年の私募ファンドの組成などでは大手・中堅デベロッパ

ーがSPC等を用いた証券化スキームを採用するケースが拡大してい

る。仲介の現場でも、一部で売主から売却不動産の信託受益権化を依

頼されるケースもあるとされ、SPC 等への売却以外に信託受益権が

活用される場面も今後広がっていくことが考えられる。 

信託受益権の売買で新たな受益者に受益権が譲渡される場合、現物

不動産と比べて不動産取得税が非課税となるほか、印紙税も契約書 1

通につき 200 円で済むなど、事業用物件で規模が大きくなるほど流

通コストの節減効果は大きい。また、現物不動産の取得資金を匿名組

合出資で調達する場合「不動産特定共同事業法」が適用され主務官庁

の許可が必要となるため、これを避けて信託受益権に転換されること

も多い。このように、流通コストの縮減と不動産特定共同事業法の回

避が、現状で信託受益権化の主な目的になっているとされる。 

 
信託業法の改正に伴い拡大された担い手では、4つの業務形態が定

められた（図表３）。このうち運用型及び管理型の信託会社について

は、一般事業会社による設立が認められたが、大手デベロッパーも含

め現状では参入障壁が高すぎるとの意見が大勢を占めている。新たな

信託会社の設立には、人的な問題やコスト面、スキーム上の問題があ

り、信託フィーが低下するなかで圧倒的な情報量とノウハウを持つ信

託銀行に伍していくよりも、既存の信託銀行を使ったスキームで十分

との判断があるようである。 

大手を中心に受益権 

販売業者の登録進む 

一方、仲介業者で直接関与する可能性が高いのが信託受益権の販

売・代理・媒介を行う販売業である。不動産取引に占める信託受益権

の割合は 15～30％程度といわれるが、法改正に伴い受益権の販売に

は業者登録が必要となり、ビジネスに支障をきたすとの認識から大手

を中心に登録の動きが相次いでいる。 

 
 図表３ 信託業の参入要件 

 
 
 

形 態 業務内容 免許制または登録制 資本金 営業保証金 人的要件 

運用

 
 

型信託

会社 

信託銀行と同様の資産運用を

行なう一般的な信託業 免許制 
１億円 

以上 
2500 万円

信託業務を的確に遂行する
ことができる知識および 
経験を有している者 

管理

 

 

 

型信託

会社 

財産管理と委託者の指図に従

った処分を行なう信託業 
登録制 

※3年毎の更新制

5000 万円

以上 
1000 万円

信託業務を的確に遂行する
ことができる知識および 
経験を有している者 

信託契約 

代理店 

信託会社の委託を受けて信託

契約の媒介または代理を行な

う代理店業 

登録制 

※法人、個人可 
－ － － 

信託
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受益権 

販売業者 

信託受益権の販売またはその

代理・媒介を行なう販売業 
登録制 

※3年毎の更新制
※法人、個人可 

－ 1000 万円 － 
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地元仲介業者でも販売業者登録に対する関心は高まっており、登録

申請には「信託受益権販売業務に関する知識及び経験を有する証明」

が必要とされることから、早期の知識習得に向けたセミナーへの参加

などが盛んだ。 
ただ、登録には 1,000万円の営業保証金が必要なほか、金融庁によ

る多岐に渡る審査がありチェックは厳しい。法人事業者の場合、営業

担当者のほか、営業の本部機能や内部監査部門、法令等の管理部門に

「信託業務等に関する知識を有する者」の配置が必要となる。取引書

類の保管一つとっても、現場担当者と事業部門、管理部門それぞれで

時系列で齟齬のない状態が求められる。取引がなくても更新時までに

監査が入り、3年間で営業実績がないと更新できなくなるなど、十分
な事業体制が取れる業者でないと登録は難しいとの指摘も聞かれる。 
ちなみに、売主から委託を受けて信託受益権販売契約の条件確定や

締結、報酬・手数料等を受け取るといった行為では登録が必要となる

が、純然たる買主の立場に立って、信託受益権の物件探索や購入事務

等の業務を受託する場合は登録は不要となる。このため、中小業者は

もっぱら買主側の媒介に付くのではとの声もある。 

 

受益権の反復継続販売

などが販売業者に該当 

信託受益権販売業者のイメージは図表４のようになるが、信託受益

権販売業は、原資産保有者が自らの資産を信託してその受益権を反復

継続して販売を行う場合や、信託受益権の保有者から第三者への受益

権の移転（販売）の代理または媒介を業として行うものである。 
現状では信託受益権単体の転々流通はほとんどみられず、現物不動

産を背景とした流動化スキームにおける取引が中心である。現状の金

利水準やファンドの購入意欲、企業のオフバランス化の動きなどを踏

まえると、今後とも信託受益権の取扱いは拡大する可能性が高い。 

 
  

 

図表４ 信託受益権販売業者のイメージ
委託者 

＝ 

受益者 

顧客 

＝ 

新たな受益者 

受託者 

（信託会社等） 

②信託受益権 ①信託 
④取引の勧誘 

信託受益権販売業者 

（不動産仲介業者等）

③販売委託 

⑤信託受益権の売買契約の成立 
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ただ、前述のように信託受益権には様々な形態があり、信託時に受

託者がサブリースやプロパティマネジメントを行ったり、過去に受益

権化された物件の個別処理（当初受益権化された 100戸を 10戸単位
で売却するなど）もみられ、現物不動産に戻るものも増えつつある。

売却先も機関投資家に加え、個人のエンドユーザーにも広がっており、

こうしたケースでは地元業者が扱う場面も出てくるとみられる。一方、

収益を伴わない個人の居住用物件（一戸建持家など）に関わる受益権

売買は、今後も行われることは少ないとされる。 

 

２．信託受益権販売の業務内容 

 

望ましい 

媒介契約書の締結 

信託受益権販売の実務面をみると、信託業法の改正後も媒介手数料

や媒介契約書の締結に関する規定などがなく、現状の信託受益権販売

の媒介では、現物不動産と同様に宅建業法に準拠しながら、媒介契約

書の締結や手数料率を決める動きがみられる。 
媒介契約書の締結も信託業法上の必須項目ではないが、実務上は顧

客・業者間の書面による媒介契約の締結が望ましいとされる。媒介契

約書は、宅建業法上の標準媒介契約約款も参考にできるが、以下の項

目例のように、信託業法上の規制に即した記載に留意することが必要

である（図表５）。 

 
 
タイトル 「信託受益権媒介契約書」「信託受益権販売に関する媒介契約書」など 

目 的 「本契約は、甲が乙に対し第  条に定める内容の業務を委託し、これを乙が受託すること

を目的とする」 

業務内容 

（委託項目の

例示） 

(1)信託受益権購入の勧誘や契約締結等、信託受益権の販売に関する対外行為の一切 

⇒売主が信託受益権販売業登録していない場合、登録販売業者が行う業務内容 

(2)信託受益権売買契約書および付随する契約書類の作成 

(3)信託受益権売買契約の調印の立会い、信託受益権売買実行の際の立会い等の業務 

 ⇒信託業法上に明確な規定はないが、代理・媒介の中心的業務として例示 

(4)信託業法第 94条および第 95条に基づく説明ならびに書面の交付 

⇒信託業法に規定された販売業者の業務で媒介契約書に記載がなくとも当然行うべき業務

媒介契約期間 「本契約の有効期間は、本契約締結後３ヶ月間とする」 

「本業務を行う期間は平成 年 月 日から売買代金決済の完了までとする。ただし甲、乙

協議の上、期間の短縮または延長ができるものとする」 

⇒信託業法上、宅建業法のような媒介期間の制限はないため、基本的に依頼者と信託受益権

販売業者の約定で決めることになる。 
媒介価格 「媒介価格は、金     円（消費税額 金    円を含む）とする）」 

図表５ 媒介契約書の記載項目（売主側の一例） 
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報 酬 「約定報酬額は、金     円（消費税額 金    円を含む）とする）」 

⇒信託業法上、宅建業法のような報酬額上限の制限（3％＋6万円等）はないため、依頼者と

信託受益権販売業者の約定で決めることになる。 
その他の記載

項目 
「約定報酬額の授受の時期」「業務の報告義務」「善管注意義務」「守秘義務」「契約の解除」

「管轄裁判所」「規定外事項の協議」など 

資料：「不動産信託受益権販売業ハンドブック」(社)不動産協会･ (社)不動産証券化協会･ (社)不動産流通経営協会/ 

平成 17 年 9 月」一部抜粋 

 
 

金融商品販売法・信託

業法に基づく説明事項

信託受益権販売業者には、顧客の知識や経験、財産の状況に照らし

て適切な販売を行い、顧客を保護する｢適合性の原則｣に則った責務が

求められる。重要事項説明に関しては、金融商品販売法と信託業法に

基づき、以下の内容の説明が必要となる。両法に説明義務はあるが、

書面交付は特に規定されていない。しかし、実務では書面交付により

説明を行い、顧客の署名・押印を受けるのが適切とされる。 
金融商品販売法に基づく重要事項説明では、販売業者は販売契約締

結前にその金融商品が元本欠損を生じる（市場価格または処分推定価

格が取得価格を下回る）恐れのある場合、その旨や当該指標、事情等

を顧客に対して説明しなければならない、とされる（図表６）。なお、

次の場合には金融販売法による重要事項説明は不要となっている。 
・顧客が政令で定められた金融商品販売業者等である場合 
・重要事項説明を要しない旨の顧客の意思表明があった場合 
・一つの金融商品について、二以上の金融商品販売業者がおり、

一つの販売業者が説明した場合 （但し、もう一つの販売業者

が顧客の代理である場合は説明が必要） 

 
 図表６ 金融商品販売業者等の説明義務の内容 

［金融商品販売法第３条］ 

１ 当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る変動

を直接の原因として元本欠損が生じる恐れがあるときは、その旨及び当該指標 

２ 当該金融商品の販売についてその販売を行う者その他の者の業務、又は財産の状況の変化を直接の原

因として元本欠損が生じる恐れがあるときは、その旨及び当該者 

３ 前二号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要

なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生じる恐れがあるときは、その旨及び

当該事由 

４ 当該金融商品の販売対象である権利を行使できる期間の制限、又は当該金融商品の販売に係る契約解

除期間の制限があるときは、その旨 

資料：「不動産信託受益権販売業ハンドブック」(社)不動産協会･ (社)不動産証券化協会･ (社)不動産流通経営協会/ 

平成 17 年 9 月」一部抜粋 
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信託業法に基づく信託受益権の説明内容としては、信託受益権販売

業者は、信託受益権の販売等を行う時はあらかじめ顧客に対し、下記

に示すような事項について説明しなければならない（図表７）。 

 

図表７ 信託業法による各説明項目  

［信託業法第 94条］ 

・信託財産の種類（概ね３つの区分） 

（区分例文 1） 「金銭・土地・建物・借地権・その他」の区分を行い説明 

（区分例文 2） 以下の様な信託財産の区分に従い説明 

「1.金銭 2.有価証券 3.金銭債権 4.動産 5.土地及びその定着物 

 6.地上権 7.土地及びその定着物の賃借権 8.担保権 9.知的財産権 

 10.特定部分（資産の流動化に関する法律第 6条に規定する特定部分）等」 

（区分例文 3） 基礎となる信託契約（不動産管理処分信託契約書）の「信託財産」あるいは「信託不動

産」の表示・記載内容をそのまま引用し「信託財産の種類」として説明 

・信託期間 

（例文） 「平成  年  月  日から平成  年  月  日。ただし、期間延長があり得る。詳し

くは信託契約第  条のとおり」 

・信託財産の管理又は処分の方法ならびに信託財産の交付に関する事項 

・信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項 

・信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項 

（例文） 「信託の設定時に信託財産の不動産鑑定評価を実施しています。詳しくは、評価額等を含め添

付の｢不動産鑑定書｣のとおりです」 

・信託行為において定められる信託受益権の譲渡手続きに関する事項 

・信託受益権の販売、その代理又は媒介のいずれを行うかの別 

（例文） 「販売（売主）、その代理又は媒介」の別を表示 

（当該取引における信託受益権販売業者の業務の種類を記載） 

・信託受益権の販売、その代理又は媒介を行うにあっては売主に関する事項 

「売主の氏名、名称、住所等」を記載 

・受益者の権利義務に関わる事項 

イ 信託法第 36条 2項の規定（受託者の費用・損害賠償請求権）の適用の有無 

ロ 信託終了の事由に関する特別の定めがある場合、その旨及び当該定めの内容 

ハ 信託の解除に関する特別の定めがある場合、その旨及び当該定めの内容 

ニ 受託者の辞任・新受託者の選任に関する特別の定めがある場合、その旨及び当該定めの内容 

ホ 信託受益権の譲渡に制限がある場合、その旨及び当該制限の内容 

・信託受益権の損失の危険に関する事項 

⇒信託業法上の「信託受益権の損失の危険」説明とあわせて、金融商品販売法による「金融商品のリスク」

説明もここで行うことが実際的 

・信託報酬に関する事項 

（例文） 「信託報酬は受託者及び受益者の協議により別途定めるところによる」 

⇒別途定められている場合、その内容の説明、報酬に関する契約、覚書の添付等を行う必要も 

・信託財産に関する租税その他費用に関する事項 

・信託財産の計算期間に関する事項 

・信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項 

・受託者の氏名、名称 

・宅地又は建物を信託財産とする信託受益権の販売等については、宅地建物取引業法第 35 条に準じて、

別表第 12号に掲げる事項 

⇒宅建業法の重要事項説明の様式をアレンジして使用するのが現実的。宅建業法の第 47 条の「重要な事

項」の告知も、準じてこの説明の中で実施するのが妥当 

資料：「不動産信託受益権販売業ハンドブック」(社)不動産協会･ (社)不動産証券化協会･ (社)不動産流通経営協会/ 

平成 17 年 9 月」一部抜粋 
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信託業法上、売買契約書についても特段の規定はないが、その作成

は当然必要となる。その内容は、金融商品としての信託受益権の権利

や権利の移転等に関する事項に加えて、信託財産を構成する実物不動

産に関する事項等が含まれることになる。 

図表８ 信託業法第 95 条による書面交付の記載事項 

信託受益権の売買契約成立後に遅滞なく行う書面交付については、

信託業法第 95条に書面交付義務を規定しており、実務では顧客から
受領確認の書名・押印を受けることが望ましい（図表８）。 
なお、信託受益権販売業者は、預金口座等の不正利用防止に向けた

本人確認法の対象となる金融機関等にも該当し、媒介契約などの取引

の開始時や大口の現金取引、本人特定事項に真偽の疑いがある場合な

どにおいて、本人確認を行うことが必要となる。 

 
 

・信託受益権の内容として次の事項 

イ 信託受益権の価額 

ロ 信託財産の種類 

ハ 信託期間 

ニ 信託財産の交付に関する事項 

ホ 信託財産の管理又は処分の方法及び権限を有する者及び権限の内容に関する事項 

ヘ 信託行為において定められる信託受益権の譲渡手続きに関する事項 

ト 規則第 94 条第 3号から第 10号までに掲げる事項 

・契約締結の年月日 

・信託受益権販売業者の称号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地 

・信託受益権の売買契約の当事者の商号・名称・氏名、主たる営業所・事務所の所在地 

出典：「不動産信託受益権販売業ハンドブック」(社)不動産協会･ (社)不動産証券化協会･ (社)不動産流通経営協会/ 

平成 17 年 9 月」一部抜粋 
 

３． 仲介会社の対応 

 

手探り続く仲介各社 信託受益権販売の対象は、基本的に収益（事業用）物件であり、賃

貸マンション・アパートの１棟売りや分譲賃貸マンションのオーナー

チェンジ、その他オフィス・商業施設などが対象となっている。複数

物件における数十戸単位の住戸がまとまって受益権化されるケース

はあるが、その売買が一度に行われることは少なく、小ロットの狭い

範囲（自社の購入者リストや身近なネットワーク）での売却が多いよ

うである。 
信託受益権自体は金融商品であり現物不動産ではないが、現状では

証券化スキームによる受託者への所有権移転を伴った売買がほとん 
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どであり、従来の宅建業に準拠した取引が行われている。ただ、信託

の設定期間が到来（終了）すれば、出口部分（消費者向け売買等）で

地元業者も含めた関与の可能性が出てくることが考えられる。 
現状では、大手を中心に信託受益権販売業者の登録が進んでおり、

不動産証券化の拡大とともに事業用物件を扱う業者では登録が必須

とされる一方で、ほとんどの地元業者には関係の薄い業務だとする指

摘もみられる。厚い契約書類が数冊にも及ぶ複雑なスキームに加え、

金融庁による登録審査や業務履歴の蓄積、監査など、従来の宅建業と

は次元の違ったハードルが待ち受けている。 

現状では、大手も含めて信託業法に目配りしつつ、宅建業法に準拠

した手探りでの業務が続いているようだ。信託業法の上位法で多様な

信託形態が盛り込まれる信託法の改正案が今国会に提出され、これに

伴う信託業法の再改正も見込まれている。また、各種金融商品の販

売・勧誘ルールを幅広く定めた投資サービス法案も検討されている。

信託受益権販売の形態は今後も多様化していくとみられ、しばらくは

実績を積む助走期間が続くことになるだろう。 
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ズームイン    ２００６年度の住宅・不動産施策 

 
 
 
 

既存住宅市場の整備などを含む住生活基本法案が今国会に提出されるなか、耐震偽装問題によ

る住まいの安全性確保などの政策課題も浮かび上がっている。今回は、特に既存住宅市場と関係

が深い施策について、国土交通省の 2006年度予算内示資料などから紹介する。 

１．既存住宅市場に関連する施策 
●住宅市場の整備・活性化としては、住宅ローンの証券化支援事業の拡充が挙げられ、対象戸数の

拡大や、省エネルギー性能等の優れた住宅に関する金利引き下げの優遇措置が図られる。 

●また、既存住宅保証制度等の拡充・整理では、売買だけでなくリフォームされた既存住宅につい

ても保証対象とし、住宅保証機構の現場検査を通じた適切なリフォームの普及が期待される。 

●消費者への不動産取引価格等の提供では、レインズが保有する価格情報を活用し、07年 4月から
消費者を対象に、個別取引を特定しない「散布図」情報等をインターネットで提供する予定。 

 
２．住まいの安心・安全などに関する施策 
●高齢者や障害者等が不合理な入居選別を受けない「あんしん賃貸支援事業」が創設されるほか、

高齢者が所有する戸建住宅等の借り上げ保証を実施し、子育て世帯等に賃貸することで高齢期に

適した住宅への住み替えを促す「高齢者の住み替え支援制度」も創設される（図表１）。 

●住宅の耐震化の促進では、耐震工事費の 10％の所得税控除や、120 ㎡相当分の固定資産税減額な
どの「耐震改修促進税制」が創設されるほか、耐震改修促進法に基づく改修費の補助対象に、地

震の倒壊により道路閉塞の恐れのある住宅が加えられる。 

●耐震偽装問題に関する建築確認制度の見直しについては、構造計算プログラムの入出力フォーマ

ットの共通化・標準化や、構造計算書の改ざん防止システムの検討、標準的な部材断面データ集

の整備などが進められる。 

 
  

 

図表１ 高齢者の住み替え支援制度
※ 
借り上げ 

賃料 

借上げ主体 

(中間法人等) 

賃貸

賃料 子育て世帯等へ 

保証
〔異常時リスク発生時 
に対する保証〕 

基 金 

高齢期に適した 
住宅への住み替え

国 

補助

〔実績に応じ基金の 
規模を見直し〕 

※定期借家契約の活用等により、
借上げ主体は高齢者の死亡時ま
で継続して契約 

高齢者世帯 
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１．既存住宅市場に関連する施策 

 

国の住宅政策は、これまでの新築住宅の供給誘導から、既存の住宅

ストック重視、市場重視の姿勢に転換し、そうした方向性を明確にす

る集大成として住生活基本法案が今国会に提出された。住宅困窮世帯

に対するセーフティーネットや、耐震偽装問題の顕在化等による住ま

いの安全性にも注力する方向で、2006 年度の国土交通省の予算内示

でも住宅市場等の整備・活性化や建築物・住宅市街地の地震防災対策

が、新規制度の柱として挙げられている。ここでは、特に既存住宅市

場に関係の深い国の住宅政策について取り上げる。 

既存住宅市場に関する主な施策としては、市場重視型の金融システ

ムへの移行に関して、「住宅ローンの証券化支援事業」が挙げられる。

現状で、住宅金融公庫によるフラット 35の取り扱いが拡大している

が、07 年度の独立行政法人住宅金融支援機構への移行もにらんで、

対象戸数のさらなる拡大と、省エネルギー性能等の優れた住宅に関す

る金利引き下げの優遇措置がとられる。はじめてマイホーム加算の廃

止など公庫による直接融資は段階的に縮小されるが、独立行政法人化

後も一定の基準（住戸面積、断熱性、耐久性、維持管理状況）を満た

す良質な住宅では、引き続き金利優遇などの政策誘導が図られること

になる模様だ（図表２）。 

 
また、安心して取引できる中古・リフォーム市場の整備に関しては、

「既存住宅保証制度等の拡充・整理」が挙げられる。これは、(財)住

宅保証機構が運営する現行の既存住宅保証制度について、売買時だけ

でなく、リフォームされた既存住宅も保証の対象とするものだ。 

 

 

目 的 

民間金融機関による長期・固定金利の住宅ローンの供給を支援するため、

証券化支援事業を推進する。 

制度拡充の内容 

（１）戸数の拡大：１７年度 １０万戸→ 平成１８年度 １２万戸 

（２）優良住宅取得支援制度に係る基金の拡充 

省エネルギー性能等の優れた住宅について、出資金を活用して証券化ロー

ンの金利優遇を行い、質の高い住宅の供給を促進する。 

○対象となる住宅：省エネルギー、バリアフリー・耐震性能の優れた住宅

○金利優遇幅：０．３％の引き下げ（当初５年間） 

○国費：一般会計出資金３００億円 

リフォームされた住宅

も保障制度の対象に 

図表２ 証券化支援事業の推進 

拡充される 

証券化ローン支援事業 
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図表３ 既存住宅保証制度の保証内容の充実
 

目 的 
既存住宅保証制度の対象にリフォームされた既存住宅も加え、消費者が安心してリフォ

ームできる環境を整備する。 

内 容 

①リフォームされた既存住宅の保証対象への追加等 

(財)住宅保証機構が運営する既存住宅保証制度について、現行の売買された既存住宅

に加え、リフォームされた既存住宅を保証対象とするなど制度を拡充・整理。 

②リフォームされた既存住宅の検査方法等の検討・普及 

住宅事業者がリフォームした住宅を保証しやすい環境を整備するため、住宅の検査や

施工方法に関する技術的情報を提供。 

保障制度

の概要 

(財)住宅保証機構が、中古住宅保証促進基金を活用し

て雨漏れや住宅の傾きなどの補修費の大部分をカバー

する保証金を支払う。 

①保証の対象：十分機能が果たせなくなった構造耐

力上主要な部分や、雨水の浸入を防

止する部分 

②保証期間：売り主から買い主に引き渡されてから

５年間 

（雨水の浸入防止部分は２年間） 

③保証金：<売主が一般の場合> 

（補修費－10万円）×95％  

 
保証の対象箇所は、構造上の主要な部分や雨水の浸入を防止する部分

で、主要部分については 5年保証で補修費の大部分がまかなわれる。

対象住宅は築 15年以内の一戸建（新築時に中間検査等を受けている）

に限られるが、今回リフォーム工事も対象となることで、機構が行う

現場検査を通じて適切なリフォームの普及が期待される（図表３）。 

 

レインズの取引価格 

情報公開へ 

既存住宅市場での円滑な取引を目指すものとしては、「消費者に対

する不動産取引価格等の提供」が挙げられる。消費者の不動産価格へ

の不安感が取引を躊躇させているとの認識から、05 年 5 月より「不

動産取引情報の提供のあり方に関する検討委員会／参照 URL：

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/011209_3_.html」で、レイ

ンズが保有する不動産取引価格情報を活用した消費者への情報提供

方法が検討され、05年 12月に報告がまとまった。今後、同報告に基

づくシステム構築が行われ、06年秋の試行を経て 07年 4月からイン

ターネットを通じた情報提供が開始される予定だ。 

情報提供のイメージは図表４のとおりだが、提供方法としては特定

の購入物件が決まる前の消費者を対象に、レインズ保有の個別事例を

「散布図」等を用いて表示する。既にレインズが提供している最近 3

ヶ月や 2年間の取引データを活用し、価格や面積、築年数のほか、間 
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 図表４ レインズデータに基づく不動産価格情報の開示（画面の一例）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．住まいの安心

 

高齢者等が安心できる 

住み替え支援策 
出典：「不動産取引情報の提供のあり方に関する検討委員会とりまとめ」（国土交通省・2005.12）

取りや沿線別情報などのマーケット情報も併せて提供する。個人情報

保護法の施行で個人情報への関心が高まっていることから、情報は個

別取引が特定できないよう、所在地の丁目情報は提供しないよう配慮

されている。また、提供地域（近畿圏では京阪神が中心となる予定）

やデータ数、データ鮮度についても十分考慮し、消費者に適切な取引

情報を提供することとしている。 

これにより、消費者は従来にない質の高い（売り出し価格でなく成

約価格）情報が入手できるが、不動産の強い個別性や取引事情（売り

急ぎ等）を考慮し、当該情報と併せて他の資料も活用し、消費者自ら

物件や取引に関する情報・知識を取得し、その理解や判断を助ける不

動産業者のサービスを適切に受けることが求められている。 

・安全などに関する施策 

住宅政策の目的には、民間市場だけでは住宅の確保が難しい困窮世

帯に対するセーフティーネット機能の強化も挙げられる。特に、一部

の賃貸住宅では高齢者や障害者、外国人等に対して不合理な入居選別 
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が行われるケースもあり、こうした世帯に住宅を提供するため、既に

実施されている高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度に加え、「あんしん

賃貸支援事業」が創設される（図表５）。 

これは、高齢者や障害者等の入居を受け入れるなど一定の要件に合

致した民間賃貸住宅（あんしん賃貸住宅）の登録制度を設け、地方公

共団体（府県・市町村）やＮＰＯと仲介事業者が連携して、住宅弱者

の円滑な入居と、入居後も安心できる賃貸借関係を支援するもの。仲

介業者は、住宅弱者の入居を拒まない賃貸住宅をオーナーから預かり、

所定のデータベースに登録。地方公共団体が入居希望者に情報提供す

る。同事業では、ＮＰＯ等が行う住宅弱者への入居後の生活支援や、

賃借人に対する入居管理等に関する相談支援がポイントとなってお

り、バリアフリー等のハード要件だけでなくソフト面の体制づくりに

も配慮したものとして注目される。 

 

高齢者の持家の 

借り上げ保証事業 

また、高齢者が所有する戸建住宅等を広い住宅を必要とする子育て

世帯などに賃貸し、高齢期に適した住宅に住み替えを促す「高齢者の

住み替え支援制度」も創設される（Ｐ１・図表１）。同制度は、既存

のバリアフリーリフォームのための債務保証基金等を整理し、住み替

え支援のための保証事業を３年間モデル的に行うもの。高齢者が所有

する耐震性等の一定基準に適合した住宅を、不動産・建設・老人ホー

ム等の業界団体が設立する非営利の中間法人等が賃料保証をつけて

長期間借上げ、子育て世帯等に賃貸する。中間法人等が高齢者世帯に

提供する通常保証分を超える空家が大量に発生した場合は、国の補助

を受けた基金が保証する。これにより、広い住宅を持て余している高 

 
図表５ あんしん賃貸支援事業  

情報データベース
ネットワーク 

 

 
賃借人 仲介業者

の協力 
地方公共団体 情報提供 入居希望者 

(住宅弱者) 

入居後の相談・支援 入居後の居住支援 

ＮＰＯ等 

情報登録 

あんしん賃貸住宅の登録 
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齢者が生活支援サービスの整った住宅に転居しやすくなり、高齢期の

住まい方に新たな選択肢を与えることになる。 

 

強化される 

地震防災対策 

昨年、にわかに浮上した耐震偽装問題は仲介の現場にも少なからず

影響を与えているが、消費者においても耐震性への関心が改めて高ま

りつつある。行政では、従来から建築物の地震防災対策に取り組んで

いるが、今回の問題をきっかけにさらに地震対策に注力する姿勢が見

受けられる（図表６）。 

住宅・建築物の耐震化においては、「住宅に関する耐震改修促進税

制」が創設される。これは、08年 12月末までに一定区域内で耐震改

修を行った場合、工事費の 10％を所得税から控除するもので、固定

資産税についても 09年末までの工事なら、対象住宅の 120㎡相当部

分の税額が２分の 1に減額される。 

また、耐震改修促進法に基づき所管行政庁が耐震改修を指導する場

合においても、地震による倒壊等で道路を閉塞し多数の避難を困難に

する恐れのある住宅を補助対象に加える。 

これらの制度により、03 年時点で 75％程度の住宅の耐震化率を

2015年に 90％まで引き上げることを目標としている。 

 

図表６ 住宅・建築物の耐震化の促進  

制 度 住宅に関する耐震改修促進税制の創設  

内 容

●所得税 

平成20年12月31日までに、個人が旧耐震基準（Ｓ56年以前の耐震基準）

の住宅の耐震改修工事を行う場合、工事費の10％（20万円を上限）を

所得税額から控除。対象区域は耐震改修のための事業を定めた計画区

域（地方公共団体が策定した地域住宅計画、耐震改修促進計画等の区域） 
●固定資産税 

個人が行う旧耐震基準の住宅の耐震改修工事（工事費30万円以上）で、

対象住宅の120㎡相当につき固定資産税額を減額。 

①平成18～21年の工事：３年間１／２に減額 

②平成22～24年の工事：２年間１／２に減額 

③平成25～27年の工事：１年間１／２に減額 
 

制 度 耐震改修の補助対象住宅の拡大 

目 的
地震での倒壊等により道路を閉塞し、多数の円滑な避難を困難にする 
恐れのある住宅の耐震改修を推進する。 

内 容

●対象建築物： 

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく特定建築物で、所管行

政庁が耐震改修を指導した住宅 

●補助対象： 

耐震改修工事費（建替えでは、耐震改修工事相当分） 

●補助率：国7.6％ 地方7.6％ 
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信頼回復求められる 

建築確認制度 

今回の耐震偽装問題においては、建築士や建築会社、デベロッパー、

検査機関など各主体における責任の所在が問われる一方、行政におけ

る建築確認検査制度についてもその見直しが求められている。 

06 年度には、構造計算プログラムの入出力フォーマットの共通

化・準化を検討するほか、構造計算書の改ざん防止システムの検討や、

標準的な部材断面データ集の整備が進められる予定だ（図表７）。こ

れらにより、建築確認制度の信頼回復を目指すとしており、06 年度

に 2.5億円の予算が計上されている。 

直近の対応としては、こうした新築時における確実な検査体制の確

立が求められるところであるが、同制度による実績の積み上げと同時

に、中古住宅として市場に現れた際に一定の安全性を確認できる修繕

履歴の蓄積やインスペクション等を促す体制づくりも必要といえる。

既存住宅市場の持続的成長を実現するには、外部的な経済環境の安定

とともに、こうした政策面における制度インフラの整備がますます重

要となろう。 

 
 

目 的 
下記制度の推進により、建築確認検査制度の信頼回復と、確実で効率的

な構造審査方法を確立する。 

内 容 

①構造計算プログラムの入出力フォーマットの共通化・標準化の検討 

特定行政庁や指定確認検査機関が、建築確認時に構造計算書の審査

を容易にできるよう、構造計算プログラムの入出力フォーマットの共

通化・標準化と、審査マニュアルの整備を検討する。 

②構造計算書の改ざん防止システムの検討 

確認申請時に提出される構造計算書の改ざんを防止するシステム構

築を検討する。 

③標準的な部材断面データ集の整備 

建築確認段階や施工段階で、特定行政庁や指定確認検査機関などが、

不自然な寸法や配筋の部材の有無を容易にチェックできるよう、柱・

はり・耐力壁等の部材の標準的な断面データ集を整備する。 

図表７ 確実で効率的な構造審査方法の確立 
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